
武雄商工会議所　会頭　様

武雄商工会議所の趣旨に賛同し、入会を申し込みます。

申込日　　平成　　　年　　　　月　　　日 入会日　　平成　　　年　　　月　　　日（　　　　年度）

 〒 —

年 月 日

年 月 年 月 年 月

月

（できるだけ詳細にご記入ください）

名  （役員：　　　名、家族従業員：　　　名、正社員：　　　名、その他：　　　名）

　弊所会報への掲載について 希望します ・ 希望しません

※太枠の中をご記入下さい。

 法人・団体 ２口以上 １０，０００円～

 個人 ２口以上 　６，０００円～

≪個人情報の取扱い≫

１　ご提供いただいた個人情報は、当所の個人情報保護方針に基づき、安全かつ適切に管理いたします。

２　個人情報は、会員入会申込に関する事務手続や会員管理のために使用します。また、当所からのセミナーや

講演会等の開催案内にも使用いたします。

３　個人情報は、上記目的以外に第三者に開示、提供、預託することはありません。個人情報の取扱いを含む業務

を他社に委託する際は、個人情報が漏えい・流出することのないよう委託先に対して適切な契約や指導・管理を行います。

≪会議所処理欄≫

武雄商工会議所会員入会申込書

フ　リ　ガ　ナ ※事業所コード

事業所名

事業所所在地

フ　リ　ガ　ナ 生年月日 Ｔ・Ｓ・Ｈ

代表者名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞ 役　　職

Ｔ Ｅ Ｌ -               - Ｆ Ａ Ｘ -     　         -

創業年月 法人設立年月 現地開設年月

決算月 資本金 万円 申告区分 青色　・　白色

業　 種 ※産業分類（細分類）

事業内容
（取扱品目）

URL http://www E-mail

従業員数

会報掲載

年会費 口 円
会費請求方法

口座振替　・　銀行振込

個人情報取扱い
に関しての同意

 □同意する

 □同意しない

行政区 部　会 卸小売・食品・生産・建設・運輸・金融・観光・サービス 特　商 該当 ・ 該当しない

専務理事 事務局長 相談所長 経営指導員 職　員

地区担当
ＴＯＡＳ ＣＡＲＤ

会費台帳 振替依頼書 会報掲載
（基本情報） （宛名シール）

ＢＫ提出
/

　　　　月

http://www/#


武雄商工会議所

会頭　溝上　邦治　様

住　　　所

事業所名

代表者名

平成　　 　年　　 　月　 　　日

署  名　　　         　　　　　　　　　              　㊞

反社会的勢力ではないこと等に関する表明・確約書

１ 私[当社]は、現在又は将来にわたって、次の各号の反社会的勢力のいずれにも該当しないことを表
明、 確約いたします。
① 暴力団
② 暴力団員又は暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
③ 暴力団準構成員
④ 暴力団関係企業
⑤ 総会屋等
⑥ 社会運動等標榜ゴロ
⑦ 特殊知能暴力集団等
⑧ その他前各号に準ずる者

２ 私[当社]は、現在又は将来にわたって、前項の反社会的勢力又は反社会的勢力と密接な交友関係に
ある者（以下「反社会的勢力等」という。）と次の各号のいずれかに該当する関係がないことを表明、
確約いたします。
① 反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係
② 反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係
③ 反社会的勢力等を利用する関係
④ その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係
⑤ 反社会的勢力等に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなどの関係

３ 私[当社]は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを表明、確約いた

します。

① 暴力的な要求行為

② 法的な責任を超えた不当な要求行為

③ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

④ 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて貴所の信用を毀損し、又は貴所の業務を妨害する行為

⑤ その他前各号に準ずる行為

４ 私[当社]は、下請け又は再委託先業者との関係において、次の各号のとおりであることを表明、確

約いたします。

① 下請け又は再委託先業者が第1項及び第2項に該当せず、将来においても第１項、第２項 及び第３

項に該当しないこと。

② 下請け又は再委託先業者が前号に該当することが判明した場合には、直ちに契約を解除し、 又

は契約解除の為の措置をとること。

５ 私[当社]は、下請け又は再委託先業者が反社会的勢力等から不当要求又は業務妨害等の不当介入を
受けた場合には、これを拒否し、又は下請け又は再委託先業者をしてこれを拒否させるとともに、速

やかにその事実を報告し、貴所の捜査機関への通報に協力することを表明、確約いたします。
６ 私[当社]は、前５項のいずれかに反したと認められることが判明した場合又はこの表明・確約が虚

偽の申告であることが判明した場合は退会とし、不利益を被ることとなっても、一切異議を申し立て
ず、これにより損害が生じた場合は、一切私[当社]の責任とすることを 表明、確約いたします。


